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お知らせ３月

島
の
く
ら
し
を
お
す
そ
わ
け

～
春
コ
ー
ス
～

○
健
康
茶
＆
素
朴
な
お
菓
子
づ
く
り

・
日
時
　

　

４
月
２
日
㈬

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

・
場
所
　

　

し
ま
と
ぴ
あ
ス
カ
イ
セ
ン
タ
ー

（
小
松
）

・
体
験
料
　
５
０
０
円

・
受
入
人
数
　
10
人

・
募
集
締
め
切
り
　
３
月
24
日
㈪

○
茶
が
ゆ
と
山
菜
料
理
づ
く
り

・
日
時
　

　

４
月
17
日
㈭

　

午
前
10
時
～
午
後
２
時

・
場
所
　

　

久
楽
会
館
（
久
賀
）

・
体
験
料
　
１
０
０
０
円

・
受
入
人
数
　
５
～
６
人

・
募
集
締
め
切
り
　
４
月
７
日
㈪

※
昼
食
あ
り

※
各
コ
ー
ス
と
も
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
少
数
の
場
合
は
開
催
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
く
ら
し
体
験
ネ
ッ
ト

　

ワ
ー
ク
事
務
局
（
農
林
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
２

○
農
業
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

60
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
1
号

被
保
険
者
（
保
険
料
納
付
免
除
者

を
除
く
）
で
あ
っ
て
、
年
間
60
日

以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
方
は

誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。
配
偶
者

や
後
継
者
な
ど
家
族
農
業
従
事
者

の
方
も
加
入
で
き
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
に
加
入
さ
れ
る
方

は
国
民
年
金
の
付
加
年
金
（
付
加

保
険
料
月
額
４
０
０
円
）
の
納
付

も
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
少
子
高
齢
化
に
強
い
年
金
で

す
。
年
金
資
産
は
安
全
か
つ
効
率

的
な
運
用
。

　

自
ら
積
み
立
て
た
保
険
料
と
そ

の
運
用
益
に
よ
り
将
来
受
け
取
る

年
金
額
が
決
ま
る
「
積
立
方
式
（
確

定
拠
出
型
）」
の
年
金
で
す
。
自
分

が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に

向
け
て
、
保
険
料
を
自
由
に
決
め

ら
れ
（
月
額
2
万
円
～
6
万
7
千

円
）、
経
営
の
状
況
や
老
後
設
計
に

応
じ
て
い
つ
で
も
見
直
せ
ま
す
。

○
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証

付
き
で
す
。

　

農
業
者
老
齢
年
金
は
、
原
則
65

歳
か
ら
生
涯
受
け
取
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。

　

仮
に
80
歳
前
に
亡
く
な
ら
れ
た

場
合
で
も
、
80
歳
ま
で
に
受
け
取

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老
齢

年
金
の
額
の
現
在
価
値
に
相
当
す

る
額
が
、
死
亡
一
時
金
と
し
て
ご

遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
税
の
特
例
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。

☆
支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額

（
1
人
当
り
最
高
年
額
80
万
4
千

円
）
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
、
所
得
税
・
住
民
税
の
節

税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

☆
保
険
料
を
農
業
者
年
金
基
金
が

運
用
し
て
得
ら
れ
る
収
益
（
運
用

益
）
は
非
課
税
で
す
。

☆
将
来
受
け
取
る
農
業
者
年
金
は

公
的
年
金
等
控
除
の
対
象
と
な

り
、
65
歳
以
上
の
方
で
あ
れ
ば
公

的
年
金
等
の
合
計
額
が
１
２
０
万

円
ま
で
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

○
認
定
農
業
者
な
ど
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
に
は
、
保
険
料
の
国

庫
補
助
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し

て
い
る
方
や
そ
の
方
と
家
族
経
営

協
定
を
結
ん
だ
配
偶
者
・
後
継
者

の
方
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す

方
に
は
、保
険
料
の
国
庫
補
助
（
月

額
最
高
1
万
円
）
が
あ
り
ま
す
。

加
入
時
の
年
齢
や
必
要
な
要
件
に

よ
り
、
補
助
の
金
額
や
受
け
ら
れ

る
期
間
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
国
庫
補
助
額
は
、
農
地
等

の
経
営
継
承
を
す
れ
ば
原
則
65
歳

か
ら
特
例
付
加
年
金
と
し
て
受
給

で
き
ま
す
。
農
地
等
の
経
営
継
承

の
時
期
に
つ
い
て
の
年
齢
制
限
は

な
く
、
本
人
の
体
力
な
ど
に
応

じ
て
受
給
の
時
期
を
決
め
ら
れ
ま

す
。

　

さ
ら
に
詳
細
な
農
業
者
年
金
の

内
容
や
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、
最

寄
り
の
Ｊ
Ａ
か
農
業
委
員
会
ま
た

は
農
業
者
年
金
基
金
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

○
周
防
大
島
町
農
業
委
員
会

（
農
林
課
）

☎
０
８
２
０
（
７
9
）
１
０
０
２

○
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基

金
（
企
画
調
整
室
）

☎
０
３
（
３
５
０
２
）
３
９
４
２

http://w
w
w
.nounen.go.jp/

○
山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
本
所

ま
た
は
各
支
所

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

▲昨年の様子

第 19 回
瀬戸公園お花見ライトアップ

　電飾ちょうちんでライトアップされた桜をお楽しみく
ださい。
◆期間　３月下旬～４月中旬（予定）
◆時間　午後６時～９時
※点灯の時間を過ぎるとタイマーで自動的に消灯します
ので、ご注意ください。

周防大島町商工会青年部大島支部


